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別紙「稼働率等データ」 
 

 
１．各施設の稼動状況について 
 貸し部屋の稼働率状況・利用人数などは次のとおりです。なお、各施設とも利用者の男女比データは

ありません。 
№ 施設名 データ 
１ 江戸川区総合文化センター 配付済み 

各月分を 4 月 20 日に再送付 
２ 江戸川区立ホテルシーサイド江戸川 配付済み 
３ 江戸川区役所本庁舎（南・東・西棟） 来客数は 2,700 人／日程度 
４ 江戸川区スポーツセンター 配付済み 

詳細を 4 月 20 日に再送付 
５ 江戸川区小岩アーバンプラザ 配付済み 
６ 江戸川区民センタ－（グリーンパレス） 4 月 20 日に送付 
７ 江戸川区立中央図書館 注１）注２） 
８ 江戸川区小松川区民施設（小松川さくらホール） 配付済み 
９ 江戸川区スポーツランド 配付済み 

１０ 江戸川区総合体育館 配付済み 
１１ 江戸川区立葛西区民館 配付済み 

各月分を別途送付 
１２ 江戸川区東部フレンドホール 配付済み 
１３ 江戸川区立小岩区民館 配付済み 
１４ 江戸川区立清新町コミュニティ会館 配付済み 注１） 
１５ 江戸川区立西葛西図書館 3 階の貸し出し部分につい

て配付済み 注１） 
  注 1）中央図書館、西葛西図書館、清新町コミュニティ会館の図書館部分の利用人数データはあり

ません。 
  注２）中央図書館の 4 階部分（貸し出しスペース）の貸し出し状況は下記表のとおりです。 

  ただし、利用人数データはありません。 
 表 中央図書館貸し出しスペース貸し出し日数（17 年度データ）            単位：日 

 視聴覚室 講師控室 講習室１ 講習室２ 講習室３ 研修室１ 
時間帯 ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ 
17 年 4 月 ８ ６ １ １ １９ １９ １９ １９ １９ １９ ３ ４ 

5 月 １０ ６ ４ １ １１ １１ １１ １１ １１ １１ １ ２ 
6 月 ９ ６ ０ ０ ５ ２ ４ ２ １１ １１ ２ ２ 
7 月 １７ １４ ５ ４ ２０ ２１ ２０ ２１ ２０ ２１ １４ １４ 
8 月 １１ ９ １３ ０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ １５ １５ 
9 月 ５ ８ ４ ６ ５ ５ ４ ５ ４ ５ ３ ４ 

10 月 １２ １２ １ １ ４ ２ ３ ２ １１ １０ １１ １１ 
11 月 ７ ５ ６ ５ ２１ １９ ２８ ２８ １９ １９ １９ ２１ 
12 月 ８ ７ ４ ４ ５ ７ ４ ６ ４ ６ ６ ５ 

18 年 1 月 ４ １ １ １ １ ２ １ １ １ １ ２ ２ 
2 月 ８ １０ ９ １１ ６ ７ ５ ７ ５ ７ ８ ９ 
3 月 １１ ７ ２ ２ １０ １５ ６ ６ ７ ７ １４ １４ 

 ※ＡＭは８：３０～１２：００、ＰＭは１３：００～１７：００です。 
 ※8 月の講習室１，２，３は休館日を除き、小中学生学習室として開放。 
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別紙「従業員データ」 
 
 
１．従業員数データ 

 
 施設名 男性 女性 備考 

１ 江戸川区総合文化センター １５ ２５  
２ 江戸川区立ホテルシーサイド江戸川 ２４ ５０  
３ 江戸川区役所本庁舎（南・東・西棟） ５４０ ４２０  
４ 江戸川区スポーツセンター １５ ３５  
５ 江戸川区小岩アーバンプラザ １０ ２０  
６ 江戸川区民センタ－（グリーンパレ

ス） 
３５ ５０ 教育研究所、消費者センタ

ーなどの行政機関を含む 
７ 江戸川区立中央図書館 １５ ３５  
８ 江戸川区小松川区民施設（小松川さく

らホール） 
７ ８  

９ 江戸川区スポーツランド ７ ８  
１０ 江戸川区総合体育館 １０ １５  
１１ 江戸川区立葛西区民館 ３４ ４４  
１２ 江戸川区東部フレンドホール ６ １５ 3 階のサポートセンター含

む 
１３ 江戸川区立小岩区民館 ５５ ６６  
１４ 江戸川区立清新町コミュニティ会館 ７ ８  
１５ 江戸川区立西葛西図書館 ８ ２０  

   注１）人数は変動があるためおおよその数です 
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別紙「照明を改修する場合の基本的考え方（H18.4.28 訂正）」 
 
１．照明の点灯時間について 
（１）共用部分の照明の点灯時間は、次のとおりとします。 
施設№ 施 設 名 点灯計算時間※１ 
１ 江戸川区総合文化センター 年末年始以外休みなし 

8:00～22:30 
２ 江戸川区立ホテルシーサイド江戸川 休みなし 

0:00～24:00（チェックイン 14:00、チェ
ックアウト 10:00） 

３ 江戸川区役所本庁舎（南・東・西棟） 表（１） 
４ 江戸川区スポーツセンター 年末年始以外休みなし 

月～土 8:00～24:00 
日   8:00～23:00 
ただし、7 月 16 日～8 月 31 日までのプー
ルのみ 6:00～24:00 

５ 江戸川区小岩アーバンプラザ 年末年始以外休みなし 
8:00～22:30 

６ 江戸川区民センタ－（グリーンパレス） 年末年始以外休みなし 
8:00～22:30 
ただし、行政機関は表（２）のとおり 

７ 江戸川区立中央図書館 年末年始以外休みなし 
8:00～21:00 

８ 江戸川区小松川区民施設（小松川さくらホール） 年末年始以外休みなし 
8:00～22:30 

９ 江戸川区スポーツランド 年末年始以外休みなし 
8:00～23:00 
ただし、スケートの時期は、スケートに
関する部分は AM6:30～AM2:30 
その他は 8:00～23:00 

１０ 江戸川区総合体育館 年末年始以外休みなし 
8:00～23:30 

１１ 江戸川区立葛西区民館 年末年始以外休みなし 
は月～金で 8:00～18:00 １階部分※２

その他は 8:00～22:30 
１２ 江戸川区東部フレンドホール 年末年始以外休みなし 

は月～金 8:00～18:00 ３階部分※２

その他は 8:00～22:30 
１３ 江戸川区立小岩区民館 年末年始以外休みなし 

１階、２階部分※２は月～金 8:00～18:00 
その他は 8:00～22:30 

１４ 江戸川区立清新町コミュニティ会館 年末年始以外休みなし 
8:00～22:30 

１５ 江戸川区立西葛西図書館 年末年始以外休みなし 
1 階 2 階部分（図書館）8:00～21:00 

※１ 点灯時間は、営業（開館）時間の前後 1 時間ずつ見ています。 
※２ 行政機関は 8:00～18:00 で見ています。 
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表（１） 本庁舎西棟の照明点灯時間 

個 所 点灯時間 
共用部分（駐車場を除く） ８：００～２０：００ 
駐車場部分、職員休養室 ８：００～１７：３０ 
議員控室、委員会室、応接室など議会関係個所 ８：００～１８：００ 
倉庫、機械室 1 日 1 時間 
その他、行政機関の執務室（事務室）、会議室 ８：００～１９：００ 

※ 議会の開会日数は年間 80 日ですが、各会派とも議会の閉会中でも、議員控室、委員会室、応接室等

を使用しています。（職員と同様です） 
※ 年間２５０日の勤務日で計算してください。 
 
 
表（２） グリーンパレス内行政機関 

 行政機関名 営業時間 

消費者センター 月～金（土日は休み） 
8:00～18:00 

駐車駐輪課交通安全係 月～金（土日は休み） 
8:00～18:00 

社会福祉協議会／ボランティアセンター 月～金（土日は休み） 
8:00～18:00 

1 階 

グリーンパレス事務室 月～日（年末年始のみ休み） 
8:00～22:00 

2 階 施設経営調整担当課 月～金（土日は休み） 
8:00～18:00 

教育委員会 文化財係 月～日（年末年始、祝日休み） 
8:00～18:00 

郷土資料館 月～日（年末年始、祝日休み） 
9:00～17:00 3 階 

教育委員会 教育研究所 月～金（土日は休み） 
8:00～18:00 

5 階 エコセンター 月～土（日、祝は休み） 
8:30～19:00 
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（２）貸出しスペース（部屋）の照明点灯時間計算について 

施設№ 施 設 名 点灯計算時間 
１ 江戸川区総合文化センター 大小ホール、リハーサル室、会議室など全ての貸出し

スペース（部屋）の「午前」、「午後」、「夜間」は次の

時間で計算してください。 
午前は３時間、午後は３時間３０分、夜間は４時間 

２ 江戸川区立ホテルシーサイド江戸川 レストラン ７：００～２２：００ 
３ 江戸川区役所本庁舎（南・東・西棟） － 
４ 江戸川区スポーツセンター ・大体育室、小体育室、卓球室、柔道場、剣道場、会

議室、和室は「午前」、「午後」、「夜間」は次の時間で

計算してください。 
午前は３時間、午後は４時間、夜間は３時間３０分 
・プールの HID 灯は次のとおりです。 
天候や、利用状況により異なっているため、点灯時間

は次のとおりとします。 
・9:00～17:00 は 14 灯中７灯点灯。 
・17:00～23:00 は全部点灯（日曜日は 22:00 まで） 
・7 月 16 日から 8 月 31 日まで 7:00～9:00 も 14 灯中

７灯点灯。 
５ 江戸川区小岩アーバンプラザ ・ホールは①部屋別利用状況の「貸切利用件数の計」

の欄の数字が貸出しコマ数になっているため、この件

数と「貸切不可時間」を加えたものに４時間をかけた

ものを点灯時間としてください。 
・集会室、講習室、和室などは「利用時間」に「貸切

不可時間」を加えた時間を点灯時間としてください。 
・プールの HID 灯は次のとおりです。 
天候や、利用状況により異なっているため、点灯時

間は次のとおりとします。 
・9:00～21:30 で 11 灯全て点灯している年間日数は 120
日とします。 
・9:00～16:00 で 11 灯中６灯、16:00～21:30 で 11 灯

点灯している年間日数は 240 日とします。 
６ 江戸川区民センタ－（グリーンパレ

ス） 
・バンケットルーム（高砂、牡丹、孔雀など）は「利

用時間」を点灯時間としてください。 
・各室（集会室、料理講習室など）は「利用時間」を

点灯時間としてください。 
７ 江戸川区立中央図書館 ・午前は３時間３０分、午後は４時間で計算してくだ

さい。 
８ 江戸川区小松川区民施設（小松川さく

らホール） 
・ホール、集会室、和室、音楽室など全て「利用時間」

が表示されていますのでこの時間に、「貸切不可時間」

を加えたものを点灯時間としてください。 
・プールの HID 灯は次のとおりとします。 
天候や、利用状況により異なっているため、点灯時

間は次のとおりとします。 
・9:00～21:30で 16灯全て点灯している年間日数は 120
日とします。 
・9:00～16:00 で１6 灯中 8 灯、16:00～21:30 で 16 灯

点灯している年間日数は 240 日とします。・ 
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９ 江戸川区スポーツランド ・さつき、つつじ、さくらの各部屋（会議室）は、午

前は、3 時間、午後は 4 時間、夜間は 3 時間 30 分で計

算してください。 
・健康ルームは 12 時間 30 分／日で計算してください。 
・プール／スケートの HID 灯は次のとおりとします。 
①プールとして使用時 
 ・9:00～17:00 18:00～22:00 は 60 灯中 20 灯点灯。

なお、17:00～18:00 は消灯 
②スケート場として使用 
 ・9:00～20:00 は 60 灯中 24 灯点灯。20:00～2:00、

7:00～9:00 は 60 灯中 20 灯点灯。 
全灯をつけることは年に１～2 回程度。 

１０ 江戸川区総合体育館 ＜団体利用＞の主競技場、柔道場、剣道場などの「利

用率」に「開館日数」と 12 時間 30 分／日をかけたも

のを各競技場などの点灯時間としてください。 
・プールの HID 灯は次のとおりとします。 
・9:00～15:00 は 24 灯中 6 灯点灯。 
・15:00～22:00 は 24 灯中 12 点灯 

１１ 江戸川区立葛西区民館 ホールは①部屋別利用状況の「貸切利用件数の計」の

欄の数字が貸出しコマ数になっているため、この件数

と「貸切不可時間」を加えたものに４時間をかけたも

のを点灯時間としてください。 
・集会室、講座講習室、和室などは「利用時間」に「貸

切不可時間」を加えた時間を点灯時間としてください 
１２ 江戸川区東部フレンドホール ホールは①部屋別利用状況の「貸切利用件数の計」の

欄の数字が貸出しコマ数になっているため、この件数

と「貸切不可時間」を加えたものに４時間をかけたも

のを点灯時間としてください。 
・集会室、音楽室、和室などは「利用時間」に「貸切

不可時間」を加えた時間を点灯時間としてください。 
１３ 江戸川区立小岩区民館 ・集会室、音楽室、和室などは「利用時間」に「貸切

不可時間」を加えた時間を点灯時間としてください。 
１４ 江戸川区立清新町コミュニティ会館 ・ホール、集会室、和室、音楽室など全て「利用時間」

が表示されていますのでこの時間に、「貸切不可時間」

を加えたものを点灯時間としてください。 
１５ 江戸川区立西葛西図書館 

 
 

・３階部分のギャラリー（会議室１・２）は５０００

時間、視聴覚室は６５０時間、対面朗読室は１２００

時間、お話会室（集会室）は１５０時間で計算してく

ださい。 

（３）照度について 
  現場調査時に、「江戸川区の設定照度は１２００［lx］との説明もあったようです」との一部説明し

ましたが、現状では１２００［lx］を確保できていない個所もあります。 
  照明を改修した場合には「現状の照度と同等を確保する」としてください。 

 
（４）事務（執務室）スペースの照明改修の場合について 
  現在、蛍光灯を取外してある個所についても庁舎管理の立場から、安定器を更新する個所に含めて

ください。（毎年のようにレイアウト変更が行われているため） 
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（５）共用部分の照明改修の場合について 
  ①本庁舎について 
   ・現在、共用部分、駐車場部分の蛍光灯を取外してある個所についても庁舎管理の立場から、安

定器を更新する個所に含めてください。 
  ②本庁舎以外について 
   ・蛍光灯を取外してある部分は、そのままにしないで下さい（ふさぐか安定器の更新を行ってく

ださい。） 
 



 
別紙「電気基本料金」 

※ホテルシーサイド江戸川は平成 17 年 3 月の基本料金です。 
※その他の 14 施設は平成 18 年 3 月の基本料金です。 
 

 
施  設  名 契約種別 単価 力率 料金適用

電力 
電気基本料金 

（消費税抜き） 
１ 江戸川区総合文化センター 業務用休日高負荷電力 １，５６０ ９５０ １００ １，２５９，７００ 
２ 江戸川区立ホテルシーサイド江戸川 業務用休日高負荷 2 型 １，８６０ ４２１ １００ ６６５．６０１ 
３ 江戸川区役所本庁舎（南・東・西棟） 業務用電力 2 型 １，８６０ ６４０ １００ １，０１１，８４０ 
４ 江戸川区スポーツセンター 業務用休日高負荷 2 型 １，８６０ ４０６ １００ ６４１，８８６ 
５ 江戸川区小岩アーバンプラザ 業務用休日高負荷 2 型 １，８６０ ４６０ １００ ７２７，２６０ 
６ 江戸川区民センタ－（グリーンパレス） 業務用休日高負荷 2 型 １，８６０ ３９２ １００ ６１９，７５２ 
７ 江戸川区立中央図書館 業務用休日高負荷 2 型 １，８６０ ３６１ １００ ５７０，７４１ 

江戸川区小松川区民施設（小松川さくらホール） 業務用休日高負荷 2 型 １，８６０ ２１１ １００ ３３３，５９１ ８ 
江戸川区スポーツランド 業務用休日高負荷 2 型 １，８６０ ３９１ ９ １００ ６１８，１７１ 

１０ 江戸川区総合体育館 業務用休日高負荷 2 型 １，８６０ ２２５ １００ ３５５，７２５ 
１１ 江戸川区立葛西区民館 業務用休日高負荷電力 １，５６０ ２２７ １００ ３０１，００２ 
１２ 江戸川区東部フレンドホール 業務用休日高負荷電力 １，５６０ ２５３ ９４ ３５９，１５８．８ 
１３ 江戸川区立小岩区民館 業務用休日高負荷電力 １，５６０ １２３ １００ １６３，０９８ 
１４ 江戸川区立清新町コミュニティ会館 業務用休日高負荷 2 型 １，８６０ １３５ ９９ １９０，３５２．４ 
１５ 江戸川区立西葛西図書館 業務用電力 １，５６０ １３７ １００ １８１，６６２ 

8 11 ／
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別紙 スポーツセンターのファン関係稼働時間 
 
 
 系統 稼働時間 備考 

ボイラー室 年間を通して 7:50～22:45 
ただし、7 月 16 日から 8 月 31 日までは 
6:00～22:45 

ボイラーと連動してい

る。 
給排気ファン 

電気室 6 月上旬から 10 月末ぐらいまで稼動 
7:50～22:45 

 

プール系統 6 月上旬から 11 月初旬ぐらいまで稼動 
7:50～22:45 
ただし、7 月 16 日から 8 月 31 日までは 
6:00～22:45 

 排気ファン 

ロビー、ロビ

ー廊下系統 
年間を通して 7:50～22:45  
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別紙「ホテルシーサイド外灯」 
 
質問№４４の再質問（質問№６８）について、次のように回答します。 
 
 

質問№４４質問内容 質問№４４回答内容 訂正内容（今回、回答分） 備考 
300W×2 灯×6 セット 
点灯時間が 6時間／日で 
年間３６０日 
 

400W×2 灯×10 セット 
点灯時間は 5セットが日

没から日の出まで（１１

時間／日とします）、 
５セットが日没から

23:00 まで（６時間／日

とします） 
いつれも、年間３６５日 

図面番号１４９照明器

具図「ヒ HID４００W
×２」となっていつも

の。 

外灯の点灯時間をご教

示下さい。 

300Ｗ×28 灯 
点灯時間が 4時間／日で 
年間３６０日 

270Ｗ×24 灯 
点灯時間は日没から

21:00 まで（４時間／日

とします）で、 
年間３６５日 

※24 灯は現在、球が入

っているものです。 
 
下記写真の写真（矢印） 
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別紙「本庁舎西棟蛍光灯基本数」 
 
 
 

本庁舎西棟蛍光灯本数について 
 
 説明と図面が異なっていますので、４０W 型蛍光灯について、下記のとおりとして計算してください。 
 

事務室、議員控室、会議室、共用部分など 倉庫、機械室等常時点灯していない部屋 
  

1 灯用 2 灯用 3 灯用 4 灯用 1 灯用 2 灯用 3 灯用 4 灯用 

地下１ 59 1 0 0 5 0 0 0

1F 18 12 89 13 0 0 0 0

2F 20 0 54 6 0 3 0 0

3F 20 19 24 12 2 0 0 0

4F 23 0 51 2 3 0 0 0

5F 18 33 0 0 10 0 0 0

計 158 65 218 33 20 3 0 0

※ ３灯用は１灯用安定器と２灯用安定器が１台ずつ付いています。 
※ ４灯用は２灯用安定器が２台付いています。 
※ ４月１４日付け、連絡事項（本庁舎西棟の蛍光灯について）に記載した部屋の用途変更などについ

ては、本数に反映しています。 
 
なお、本庁舎西棟の点灯時間の条件などについては、下記のとおり（すでに提示済み） 

個 所 時間帯 
共用部分（駐車場を除く） ８：００～２０：００ 
駐車場部分、職員休養室 ８：００～１７：３０ 
議員控室、委員会室、応接室など議会関係個所 ８：００～１８：００ 
倉庫、機械室など 1 日 1 時間 
その他、行政機関の執務室（事務室）、会議室 ８：００～１９：００ 

 
・照度について 

  現場調査時に、「江戸川区の設定照度は１２００［lx］との説明もあったようです」との一部説明し

ましたが、現状では１２００［lx］を確保できていない個所もあります。 
  照明を改修した場合には「現状の照度と同等を確保する」としてください。 

 
・事務（執務室）スペースの照明改修の場合について 

  現在、蛍光灯を取外してある個所についても庁舎管理の立場から、安定器を更新する個所に含めて

ください。（毎年のようにレイアウト変更が行われているため） 
 
・共用部分の照明改修の場合について 

   現在、共用部分、駐車場部分の蛍光灯を取外してある個所についても庁舎管理の立場から、安定

器を更新する個所に含めてください。 
 
 ・２階、３階、４階の倉庫を除く「議員控室、委員会室、応接室」等の 3 灯用になっている個所は蛍

光灯を減らす提案は行わないでください。 
 

 


